
１．基本的考え方

①　我が国経済は，新型コロナウイルス感染症による厳し
い状況が徐々に緩和されつつあるものの，引き続き持ち
直しの動きに弱さがみられる。先行きについては，経済
社会活動が正常化に向かう中で，各種政策の効果や海外
経済の改善もあって，景気が持ち直していくことが期待
される。ただし，供給面での制約や原材料価格の動向に
よる下振れリスクに十分注意する必要がある。また，足
元では新たな変異株の出現による感染拡大への懸念が生
じていることから，新型コロナウイルス感染症による内
外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視す
る必要がある。
②　このように先行き不透明な中，岸田内閣では，最悪の
事態を想定しつつ水際対策を行うなど，喫緊かつ最優先
の課題である新型コロナウイルス感染症対応に万全を期
し，感染症により大きな影響を受ける方々の支援等を速
やかに行うべく必要な対策を講ずるとともに，「成長と
分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコ
ンセプトとした新しい資本主義を実現すべく精力的に取
り組んでいるところである。
③　まず，新型コロナウイルス感染症対応については，こ
れまでも，感染状況や，企業や暮らしに与える影響に十
分に目配りを行い，予備費なども活用して必要な対策を
柔軟に行ってきているが，今般，新型コロナウイルス感
染症の拡大防止，「ウィズコロナ」下での社会経済活動
の再開と次なる危機への備え，未来社会を切り拓く「新
しい資本主義」の起動，防災・減災，国土強靱化の推進
など安全・安心の確保を柱とする「コロナ克服・新時代
開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）
を策定したところであり，これを速やかに実行に移して
いく。
④　経済財政運営に当たっては，最大の目標であるデフレ
からの脱却を成し遂げる。危機に対する必要な財政支出
は躊躇なく行い，万全を期する。経済あっての財政であ
り，順番を間違えてはならない。まずは，経済をしっか
り立て直す。そして，財政健全化に向けて取り組んでい
く。
⑤　その上で，岸田内閣が目指すのは，「成長と分配の好
循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプト
とする新しい資本主義の実現である。

　　成長を目指すことは極めて重要であり，その実現に全
力で取り組む。しかし，分配なくして次の成長なし。成
長の果実をしっかりと分配することで，初めて次の成長
が実現する。
　　具体的には，科学技術立国の実現，地方を活性化し，
世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」，経済安
全保障の推進を３つの柱とした大胆な投資により，ポス
トコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し，経
済成長を図る。また，賃上げの促進等による働く人への
分配機能の強化，看護・介護・保育等に係る公的価格の
在り方の抜本的な見直し，少子化対策等を含む全ての世
代が支え合う持続可能な全世代型社会保障制度の構築を
柱とした分配戦略を推進する。
⑥　加えて，東日本大震災からの復興・創生，高付加価値
化と輸出力強化を含む農林水産業の振興，老朽化対策を
含む防災・減災，国土強靱化や交通，物流インフラの整
備等の推進，観光や文化・芸術への支援など，地方活性
化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。年代・目的
に応じた，デジタル時代にふさわしい効果的な人材育
成，質の高い教育の実現を図る。2050年カーボンニュー
トラルを目指し，グリーン社会の実現に取り組む。
　　これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で，
国民を守り抜き，地球規模の課題解決に向けて国際社会
を主導するため，外交力や防衛力を強化する等，安全保
障の強化に取り組む。
　　これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に
進めるとともに，財政の単年度主義の弊害を是正し，科
学技術の振興，経済安全保障，重要インフラの整備など
の国家課題に計画的に取り組む。

２．予算編成についての考え方

①　令和４年度予算編成に当たっては，新型コロナウイル
ス感染症への対応に万全を期すとともに，成長と分配の
好循環による新しい資本主義の実現に向けて，上記１．
基本的考え方を踏まえる。
②　具体的には，新型コロナウイルス感染症の克服に向
け，国民を守る医療提供体制や検査体制の確保，変異株
を含む新たなリスクに対する万全の備えのためのワクチ
ン・治療薬等の研究開発，雇用・事業・生活に対する支
援等を推進する。
③　また，「コロナ後の新しい社会」を見据え，成長と分
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に向けた考え方に基づいて，新型コロナウイルス感染症
の状況を踏まえつつ，メリハリの効いた予算とする。ま
た，いわゆる「16か月予算」の考え方で，令和３年度補
正予算と，令和４年度当初予算を一体として編成する。
その中で，単年度主義の弊害是正のため必要に応じ新た
に基金を創設する等の措置を講じていく。加えて，
EBPMの仕組み等を活用し，適切かつ効果的な支出を推
進する。

配の好循環を実現するため１．⑤に掲げる成長戦略，分
配戦略などに基づき予算を重点配分する。また，１．⑥
のとおり，東日本大震災を始め各地の災害からの復興・
創生や防災・減災，国土強靱化等に対応するとともに，
現下の国際情勢に的確に対応し，国家の安全保障をしっ
かりと確保する。
④　あわせて，「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令
和３年６月18日閣議決定）における令和４年度予算編成
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